
別紙 1 

2015年 9月 29日 

テラヘルツシステム応用推進協議会規約 

第 1章 総則 
（名称） 
第 1条 本協議会は、テラヘルツシステム応用推進協議会（以下「本協議会」と

いう。）と称する。英文名は、Terahertz Systems Consortiumと称する。 
 
(目的) 
第 2条 本協議会は、テラヘルツ技術をもとにしたシステム開発を促進し、早期

の社会展開・産業化を実現することを目指し、関連する機関の連携を深

めながら、課題検討・政策提案、普及啓発活動、動向調査、標準化活動

等を通じて、テラヘルツシステムの普及に資することを目的とする。 
 
(事業) 
第 3条 本協議会は、前条の目的を達するためにテラヘルツ技術に関する次の事

業を行う。 
① 研究開発及び標準化の促進 
② 社会展開及び産業化の促進 
③ 情報の収集、交換及び提供 
④ 関係機関との連携 
⑤ 普及啓発 
⑥ 技術開発の課題検討・提案 
⑦ 測定・試験技術の検討 
⑧ 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事
業 

 
第 2章 会員 
(会員) 
第 4条 本協議会の会員は、第 2条の目的に賛同し、前条の事業遂行に協力する

意志を有する法人、団体及び有識者とする。会員の種別は次の通りとす

る。 
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① 法人会員：法人、その他の団体 
② 個人会員：有識者等の個人、ただし法人会員に所属する者は、個人
会員となることはできない。 

 
(入会) 
第 5条 本協議会へ入会しようとする者は、書面をもって申込み、承認を受けな

ければならない。 
 
(退会及び除名) 
第 6条 本協議会を退会しようとするものは、書面を持ってその旨を届け出なけ

ればならない。 
2. 会員が本協議会の規約に違反した場合又は活動趣旨に反し会員にふさ

わしくない行為があった場合は、幹事会の議決により当該会員を除名す

ることができる。ただし、当該会員に弁明の機会を与えなければならな

い。 
 
(年会費) 
第 7 条 法人会員は会計年度ごとに年会費 20 万円を納入しなければならない。

法人会員が既に納入した年会費は、これを返還しない。 
 
(経費) 
第 8条 本協議会の運営上必要な経費は、年会費、寄付金及びその他の雑収入を

持って充てる。 
2. 本協議会の第 3 条に定める事業の実施にあたって、シンポジウムの開催
等、特別な予算の措置を必要とする事業を実施しようとする場合には、

必要に応じて、当該事業に必要な実費を賛同が得られた会員から徴収す

ることができる。 
3. 上記２の徴収は、幹事会の議決によるものとする。 
4. 会計処理に必要な規定は別途定める。 

 
第 3章 役員 
(役員) 
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第 9条 本協議会には次の役員を置く。 
① 会長 1名 
② 副会長 若干名 
③ 会計監査役 ２名 

2. 会長は本協議会を代表し、会務を総理する。 
3. 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、
その職務を代行する。 

4. 会計監査役は、本協議会の収支決算について監査し、幹事会に報告する。 
5. 会長は、総会において会員の中から選任する。 
6. 副会長は、会長が会員の中から指名し、総会の承認を受けるものとする。 
7. 会計監査役は、会長が会員の中から指名し、総会の承認を受けるものと
する。 

8. 役員の任期は、選任された総会の次の定期総会までとし、再任を妨げな
い。ただし、再任は 5年を限度とする。 

9. 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任が選出されるまでは、
その職務を行わなければならない。 

10. 副会長又は会計監査役が、その任期の途中で、辞任を申し出たとき、又
はその所属の機関における人事異動等に伴い、後任者への交代を申し出

たときは、会長の承認をもって退任又は交代するものとする。後任者の

選任については、本条第 6項及び第 7項の規定に従うものとする。 
 
第 4章 総会、幹事会等 
(総会) 
第 10条 総会は、会員をもって構成する。 

2. 総会は、定期総会を年 1 回開催するほか、会長が必要と認めたときに開
催する。 

3. 総会は、必要に応じて、書面又は電子的手段により開催することができ
る。 

4. 総会に出席できない会員は、他の総会の出席会員にその権限を委任する
ことができる。この場合、委任者は、総会に出席したものとみなす。 

5. 法人会員及び個人会員は、総会において、それぞれ５票及び 1 票の議決
権を有する。 
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6. 総会は、総会員の 2分の 1以上の出席をもって成立する。 
7. 総会は、会長が主宰し議長を務める。 
8. 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決するものとする。ただ
し、可否同数の時は、議長の決するところによる。 

9. 総会は、本協議会の設立及び解散を議決するほか、次の事項を議決する。 
① 本規約の改正の承認 
② 役員の選任 
③ 幹事指名の承認 
④ 基本運営方針の承認 
⑤ 事業報告・収支決算，事業計画・収支予算の承認 
⑥ 前各号に掲げるもののほか、本協議会の運営に関して重要な事項の
承認 

 
(幹事会) 
第 11条 本協議会に幹事会を置く。 

2. 幹事会は、役員及び幹事をもって構成し、会長が統括する。 
3. 幹事会は、本協議会を円滑かつ効率的に運営するために、必要に応じて

随時開催する。 
4. 幹事は、会長が会員の中から指名し、総会の承認を受けるものとする。 
5. 幹事会を円滑に運営するために、幹事長及び幹事長代理を置く。 
6. 幹事長及び幹事長代理は、幹事の中から互選によって決定する。 
7. 幹事長は、会長を補佐し、会務を執行する。 
8. 幹事長代理は、幹事長を補佐し、幹事長に事故のあるとき又は幹事長が

欠けたときは、その職務を代行代理する。 
9. 幹事会は、本協議会への入会申し込みの承認、各部会の設置、及び会長

が必要と認めた事項の策定を行う。 
10. 幹事会は、本規約の改正、基本運営方針の策定、事業報告・収支決算、

事業計画・収支予算の策定、幹事長及び幹事長代理の決定、本協議会の

運営に関する重要な事項の策定を行い、総会の承認を受ける。 
11. 第 9条第８項及び第９項の規定は、幹事に準用する。 
12. 幹事会は、必要に応じて、書面又は電子的手段により開催することがで

きる。 
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13. 幹事会に出席できない役員及び幹事は、他の幹事会に出席する役員及び
幹事にその権限を委任することができる。この場合、委任者は、幹事会

に出席したものとみなす。 
14. 幹事会は、総幹事の 4分の 3以上の出席をもって成立する。 
15. 幹事会は、会長が主宰し議長を務める。会長が、幹事会に出席できない

ときは、会長は、他の役員または幹事を議長代行に任命し、幹事会を主

宰させることができる。 
16. 幹事会の議事は、出席した役員及び幹事の 3 分の 2 以上の賛成をもって

決するものとする。 
 
(部会) 
第 12 条 幹事会が必要と認めたときは、本協議会に部会（名称に関わらず、こ

れに類するものを含む。以下、「部会」という。）を設置することができ

る。 
2. 部会には幹事会の議決により会員の中から選任された部会長を 1 名ずつ
置き、部会を統括する。各部会は各部会メンバをもって構成し、部会メ

ンバは会員の中から各部会長が指名する。 
3. 部会は、幹事会における議決事項の運用のほか、本協議会を円滑かつ効
率的に運営するため、必要に応じて随時開催する。 

4. 部会は、必要に応じて、書面又は電子的手段により開催することができ
る。 

 
（会計年度） 
第13条 本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 
 
(事務局) 
第 14 条 本協議会は幹事長の統括のもとに，本協議会の業務を処理するため事

務局を置く。 
2. 本協議会の事務局は、東京都新宿区の（一財）テレコム先端技術研究支援
センターに置く。 

 
第 5章 雑則 
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（情報の取り扱い） 
第 15条 本協議会において取り扱う情報は、会員内に限り開示できるものとする。

情報を会員外に開示する場合は、幹事会でガイドラインを策定し、それ

に定められた範囲、方法に限る。ガイドラインについては、策定の都度、

会員に通知することとする。 
 
（その他） 
第 16 条 この規約に定めるもののほか、本協議会の運営上必要な事項は、会長

が別に定めるものとする。 
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附則 
1. この規約は、設立の日(平成 27年９月 29日)から施行する。 
2. 設立総会以前に提出した入会希望の書面が発起人によって受理された者
は、第 5条の幹事会の承認を受けた者とみなす。 

3. 本協議会の設立年度の会計年度は、設立の日（平成 27年９月 29日）に
始まり、平成 28年 3月 31日に終わる。 

  



別紙 1 

改定履歴 
2015年 9月 29日 設立総会で承認 
 


